
    令和 6（２０２4）年１０月２日（1） 

 

  
 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

後
期
高
齢
者
の
歯
科
健
診
に
つ
い
て 

後
期
高
齢
者
の
被
保
険
者
を
対
象
に
、
無
料
で
の
歯
科

健
診
を
実
施
し
ま
す
。
お
口
の
健
康
は
全
身
の
健
康
に
も

繋
が
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ま
の
お
口
の
健
康

状
態
を
知
る
良
い
機
会
と
な
り
ま
す
の
で
ぜ
ひ
歯
科
健
診

を
受
診
し
ま
し
ょ
う
。 

な
お
、
健
診
結
果
は
保
健
指
導
な
ど
に
活
用
し
ま
す
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。 

【
対
象
者
】 

高
知
県
後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入
し
て
い
る
方 

※
た
だ
し
、
６
ヶ
月
以
上
継
続
し
て
入
院
さ
れ
て
い
る
方

や
、
介
護
施
設
等
に
入
所
中
の
方
は
対
象
外
と
な
り
ま

す
。 

【
受
診
期
間
】 

令
和
６
年
10
月
１
日
（
火
）
～
令
和
７
年
２
月
28
日
（
金
） 

【
健
診
費
用
】 

 

無
料 

※
年
度
内
２
回
目
以
降
は
、
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

※
治
療
が
必
要
な
場
合
の
治
療
費
は
自
己
負
担
と
な
り
ま

す
。 

【
受
診
方
法
】 

次
の
条
件
①
・
②
に
当
て
は
ま
る
方
は
事
前
に
高
知
県

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
よ
り
、
受
診
券
を
送
付
し
ま

す
。 

受
診
の
際
は
、
受
診
券
に
同
封
し
て
い
る
実
施
機
関
一
覧

表
に
記
載
の
歯
科
医
療
機
関
に
連
絡
し
、
予
約
を
し
て
下
さ

い
。 

①
昭
和
22
年
４
月
１
日
～
昭
和
24
年
３
月
31
日
生
ま
れ

の
方 

②
過
去
５
年
間
（
令
和
元
年
度
～
令
和
５
年
度
）
に
受
診
さ

れ
た
方 

※
①
・
②
以
外
の
方
で
、
受
診
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
後
期

高
齢
者
医
療
担
当
へ
電
話
等
で
お
申
し
込
み
を
お
願
い
し

ま
す
。 

【
健
診
結
果
】 

当
日
、
受
診
し
た
歯
科
医
療
機
関
に
て
健
診
結
果
の
説
明
が

行
わ
れ
ま
す
。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

住
民
生
活
課
住
民
班 

後
期
高
齢
者
医
療
担
当 

 

電
話 

76―

２
１
１
５ 

 

特
設
人
権
相
談
所
開
設
の
お
知
ら
せ 

人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
「
特
設
人
権
相
談
所
」
を
開
設
い

た
し
ま
す
。
女
性
・
子
ど
も
に
関
す
る
人
権
問
題
、
高
齢
者

や
障
が
い
者
に
対
す
る
差
別
や
虐
待
、
そ
の
他
の
暮
ら
し
の

悩
み
ご
と
等
、
人
権
に
関
す
る
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。 

 

困
っ
た
時
は
一
人
で
悩
ま
ず
人
権
擁
護
委
員
に
御
相
談
く

だ
さ
い
。
相
談
は
無
料
、
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。 

【
日
時
】 

令
和
６
年
10
月
15
日
（
火
） 

午
前
10
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
３
時 

【
開
設
場
所
】
役
場 

２
階 

会
議
室 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

住
民
生
活
課
住
民
班 

電
話 

76―

２
１
１
５ 

 

令
和
６
年
度
調
整
給
付
金 

対
象
者
の
方
へ 

【
お
知
ら
せ
と
お
詫
び
】 

政
府
の
物
価
高
騰
対
策
と
し
て
、
本
山
町
で
は
令
和
６
年

度
課
税
状
況
に
よ
り
、
調
整
給
付
金
の
対
象
と
な
る
方
へ
支

給
確
認
書
を
発
送
し
て
い
ま
す
が
、
確
認
書
の
裏
面
に
記
載

誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
お
詫
び
し
て
次
の
と
お
り
訂
正

し
ま
す
。 

※
訂
正
箇
所
だ
け
抜
粋
し
て
い
ま
す
。 

                     【
問
い
合
わ
せ
先
】 

住
民
生
活
課
住
民
班 

電
話 

76―

２
１
１
５ 

本
山
町
行
政
連
絡 

 
 

 
 

 
編
集
・
発
行 

本
山
町
役
場 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
隔
週
水
曜
日
発
行
】 

第１１３７号  



    令和 6（２０２4）年１０月２日（2） 

 

本
山
町
交
通
安
全
町
民
会
議 

表
彰
者
に
つ
い
て 

 

現
在
、
本
山
町
交
通
安
全
町
民
会
議
表
彰
（
優
良
自
動

車
・
二
輪
車
運
転
者
）
の
受
付
を
し
て
い
ま
す
。 

申
請
は
、各
地
区
長
で
取
り
ま
と
め
て
受
付
し
て
い
ま
す

の
で
、
該
当
さ
れ
る
方
は
、
各
地
区
長
、
又
は
当
会
議
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

【
対
象
者
】 

○
実
際
に
、
自
動
車
・
二
輪
車
を
運
転
し
て
い
る
者
。 

○
高
知
県
交
通
安
全
協
会
の
会
員
で
あ
っ
て
、
人
格
・
技
能

と
も
に
優
れ
他
の
模
範
で
あ
り
、か
つ
次
の
要
件
を
備
え

た
者
。 

①
過
去
６
年
以
内
に
交
通
事
故
を
起
こ
し
て
処
罰
を
受
け

た
こ
と
の
な
い
者 

②
過
去
６
年
以
内
に
交
通
違
反
を
犯
し
て
処
罰
を
受
け
た

こ
と
の
な
い
者 

【
募
集
締
切
】
10
月
25
日
（
金
）
ま
で 

【
備
考
】 

 
 

免
許
セ
ン
タ
ー
へ
の
無
事
故
・
無
違
反
証
明
書
の
発
行 

手
数
料
と
し
て
、
６
７
０
円
を
負
担
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

本
山
町
交
通
安
全
町
民
会
議 

電
話 

76―

２
２
２
３ 

       

「
こ
う
ち
こ
う
ば
い
ぷ
ろ
じ
ぇ
く
と 

Ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｅ
ｎ
ｔ
ｓ
合
同
窓
口
公
売
会
」 

の
開
催
に
つ
い
て 

 

高
知
県
内
の
各
市
町
村
税
務
担
当
窓
口
等
に
て
、
合
同
窓

口
公
売
会
が
左
記
の
と
お
り
開
催
さ
れ
ま
す
。
高
知
県
内
の

各
租
税
債
権
管
理
機
構
や
市
町
村
が
差
押
え
を
実
施
し
た

財
産
に
加
え
て
、
買
い
換
え
等
に
よ
り
不
要
と
な
っ
た
公
有

財
産
が
多
数
出
品
予
定
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
立
ち
寄
り
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
の
入
札
も
可
能
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。 

【
入
札
期
間
】
令
和
６
年
10
月
15
日
（
火
）
～
21
日
（
月
） 

【
時
間
】
期
間
中
の
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時 

【
入
札
場
所
】 

・
県
内
各
市
町
村
税
務
担
当
窓
口 

 

・
県
内
各
租
税
債
権
管
理
機
構 

 
・
県
内
各
県
税
事
務
所 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

安
芸
広
域
市
町
村
圏
事
務
組
合 

租
税
債
権
管
理
機
構 

 

電
話 
０
８
８
７―

35―

６
０
８
８ 

            

最
低
賃
金
改
定
の
お
知
ら
せ 

高
知
労
働
局
で
は
、
県
内
す
べ
て
の
労
働
者
に
適
用
さ
れ

る
「
高
知
県
最
低
賃
金
」
を
改
正
し
、
令
和
６
年
10
月
９

日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

こ
の
決
定
に
よ
り
令
和
６
年
10
月
９
日
以
降
分
と
し
て

労
働
者
に
支
払
う
賃
金
は
、
１
時
間
９
５
２
円
以
上
と
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

【
最
低
賃
金
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先
】 

・
高
知
労
働
局
（
賃
金
室
） 

電
話 

０
８
８―

８
８
５―

６
０
２
４ 

 

・
高
知
労
働
局
基
準
監
督
署 

 
 

電
話 

０
８
８―

８
８
５―

６
０
３
１ 

 

令
和
７
年
は
た
ち
の
集
い
の
開
催
に
つ
い
て 

令
和
4
年
4
月
1
日
か
ら
成
年
年
齢
が
20
歳
か
ら

18
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
が
、
本
町
で
は
、
対
象
者
を

20
歳
（
平
成
16
年
4
月
2
日
か
ら
平
成
17
年
4
月
1

日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方
々
）
と
し
て
開
催
し
ま
す
。 

 

な
お
、令
和
元
年
度
の
本
山
町
立
嶺
北
中
学
校
卒
業
者
の

う
ち
、
進
学
や
就
職
な
ど
で
現
在
町
外
に
在
住
の
方
で
、
本

町
の
式
典
に
出
席
を
ご
希
望
さ
れ
る
方
は
、
11
月
29
日

（
金
）
ま
で
に
住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日
・
連
絡
先
（
電
話

番
号
）
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

【
日
時
】 

令
和
7
年
1
月
3
日
（
金
）
午
前
10
時
～
午
前
12
時 

【
会
場
】 

本
山
町
プ
ラ
チ
ナ
セ
ン
タ
ー 

〒
７
８
１―

３
６
０
１ 

本
山
町
本
山
５
６
９―

1 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

教
育
委
員
会 

社
会
教
育
班 

電
話
76―

２
０
８
４ 

 



    令和 6（２０２4）年１０月２日（3） 

 

第
15
回
四
国
三
郎
吉
野
川
源
流
・ 

利
水
域
交
流
美
術
展
覧
会
の 

展
示
会
を
行
い
ま
す 

こ
の
展
覧
会
の
前
身
は
「
嶺
北
総
合
美
術
展
覧
会
（
昭
和

46
年
～
）」
と
い
い
、
平
成
22
年
度
か
ら
現
在
の
名
称
と

な
り
、
今
年
で
54
回
目
の
開
催
と
な
り
ま
す
。 

作
品
は
、本
山
町
を
は
じ
め
大
豊
町
、土
佐
町
、大
川
村
、

そ
し
て
香
川
県
の
方
々
か
ら
総
数
88
点
が
展
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
是
非
、
ご
来
場
く
だ
さ
い
。 

【
会
期
・
会
場
】 

①
10
月
４
日
（
金
）
～
６
（
日
） 

大
豊
町
総
合
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー 

 

②
10
月
18
日
（
金
）
～
20
（
日
） 

大
川
村
山
村
開
発
セ
ン
タ
ー 

 

③
11
月
１
日
（
金
）
～
４
日
（
月
） 

本
山
町
プ
ラ
チ
ナ
セ
ン
タ
ー 

 

④
11
月
19
日
（
火
）
～
23
日
（
土
） 

土
佐
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー 

【
開
設
時
間
】 

 

４
会
場
と
も
、
午
前
９
時
～
午
後
５
時 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

教
育
委
員
会 

社
会
教
育
班 

電
話 

76―

２
０
８
４ 

          

一
方
的
に
送
り
付
け
ら
れ
た
商
品
の 

代
金
の
支
払
い
は
不
要
で
す 

 

「
実
家
に
寄
っ
た
と
こ
ろ
、
母
親
宛
て
に
注
文
し
て
い
な
い

健
康
食
品
が
届
い
て
い
た
。定
期
購
入
と
書
い
て
あ
る
紙
と
振

込
用
紙
が
同
封
さ
れ
て
お
り
、母
親
か
ら
ど
う
し
た
ら
よ
い
か

と
相
談
さ
れ
た
。」
な
ど
、
注
文
や
契
約
を
し
て
い
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
一
方
的
に
商
品
を
送
り
付
け
、
代
金
を
請
求
す

る
『
送
り
付
け
商
法
』
の
相
談
が
増
え
て
い
ま
す
。 

『
送
り
付
け
商
法
』
と
は
こ
の
よ
う
に
、
一
方
的
に
商
品
を

送
り
付
け
、売
買
契
約
を
申
し
込
ん
だ
上
、一
定
期
間
内
に「
購

入
し
な
い
」と
い
う
回
答
を
し
な
い
と
買
っ
た
も
の
と
み
な
す

と
い
う
手
法
で
す
。 

 

令
和
３
年
７
月
６
日
に
特
定
商
取
引
法
が
改
正
さ
れ
、一
方

的
に
送
り
付
け
ら
れ
た
商
品
は
一
定
の
期
間
保
管
す
る
こ
と

な
く
処
分
で
き
る
よ
う
に
な
り
、代
金
を
請
求
さ
れ
て
も
支
払

う
必
要
は
な
く
な
り
ま
し
た
。た
だ
し
、代
金
引
換
の
場
合
は
、

お
金
を
払
っ
て
し
ま
う
と
取
り
戻
す
の
が
難
し
く
な
る
の
で

注
意
し
ま
し
ょ
う
。 

◆
心
当
た
り
の
な
い
商
品
が
届
い
た
際
は
贈
答
品
な
ど
の
可

能
性
も
あ
る
た
め
、
ま
ず
は
家
族
に
確
認
、
相
談
し
ま
し
ょ

う
。 

◆
注
文
し
た
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
商
品
で
な
い
か
、通
販
の
履

歴
な
ど
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。 

◆
不
審
に
思
う
こ
と
が
あ
れ
ば
、
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン 

「
１
８
８
（
い
や
や
）」
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

 

高
知
県
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー 

電
話 

０
８
８―

８
２
４―

０
９
９
９ 

 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課 

電
話 

76―

３
９
１
６ 

  

毎
年
10
月
は
「
が
ん
検
診
受
診
率
向
上
に 

向
け
た
集
中
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
月
間
」
で
す 

が
ん
は
、
昭
和
56
年
よ
り
我
が
国
の
死
因
の
第
１
位
で

あ
り
、
令
和
４
年
に
は
年
間
約
39
万
人
が
亡
く
な
っ
て
お

り
、
今
後
と
も
、
人
口
の
高
齢
化
に
伴
い
死
亡
者
数
の
増
加

が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。 

が
ん
に
よ
る
死
亡
者
数
を
減
少
さ
せ
る
た
め
に
は
、
早
期

発
見
・
早
期
治
療
が
重
要
で
す
。 

が
ん
検
診
を
定
期
的
に
受
診
す
る
こ
と
を
習
慣
化
し
、
精

密
検
査
が
必
要
と
出
た
ら
、
必
ず
受
診
し
ま
し
ょ
う
。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
健
康
福
祉
課 

電
話 

70―

１
０
６
０ 

   

障
害
者
の
就
労
相
談
に
つ
い
て 

障
害
者
の
就
労
相
談
窓
口
を
左
記
の
と
お
り
開
設
し
ま

す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
相
談
は
事
前
予
約
制
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
相

談
日
の
3
日
前
ま
で
に
電
話
等
で
予
約
を
入
れ
て
く
だ
さ

い
。 

【
日
時
】
10
月
18
日
（
金
） 

午
後
１
時
～
午
後
３
時 

【
場
所
】
本
山
町
役
場 

２
階 

会
議
室 

【
対
象
者
】 

〇
障
害
や
病
気
の
あ
る
方
で
、 

 

・
一
般
企
業
へ
の
就
職
を
目
指
す
方 

 

・
就
労
の
継
続
や
生
活
に
不
安
の
あ
る
方 

 

〇
障
害
者
を
雇
用
し
て
い
る
企
業
担
当
者
や 

支
援
事
業
所
の
方 

【
問
い
合
わ
せ
・
予
約
先
】 

 

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
「
ゆ
う
あ
い
」 

 

電
話 

０
８
８―

８
５
４―

９
１
１
１ 



    令和 6（２０２4）年１０月２日（4） 

 

「
一
日
行
政
相
談
所
」
の
開
設
に
つ
い
て 

総
務
省
で
は
、
９
月
か
ら
10
月
ま
で
を
行
政
月
間
と
定

め
て
い
ま
す
。本
山
町
で
も
次
の
と
お
り
一
日
行
政
相
談
所

を
開
設
し
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

【
日
時
】
10
月
24
日
（
木
） 

午
前
10
時
～
午
後
３
時 

【
場
所
】
役
場
３
階 
福
利
厚
生
室 

【
行
政
相
談
員
】
筒
井 
幸
弘 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
総
務
課 
電
話
76―
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毎
月
第
３
金
曜
日
は
、
高
知
地
方
裁
判
所 

民
事
・
家
事
相
談
の
実
施
日
で
す 

高
知
地
方
裁
判
所
職
員
に
よ
る
「
民
事
・
家
事
相
談
」
を

実
施
し
ま
す
。
費
用
は
無
料
で
す
の
で
、
こ
の
機
会
に
ご
利

用
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
相
談
は
事
前
予
約
制
（
相
談
日
の
１
週
間
前
ま
で
）

で
す
。
必
ず
、
電
話
等
で
予
約
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
。 

【
日
時
】
10
月
18
日
（
金
）
午
後
１
時
～
３
時
30
分 

（
相
談
時
間
は
、
１
組
あ
た
り
30
分
で
す
。） 

【
場
所
】
役
場
２
階 

相
談
室
３ 

【
内
容
】 

民
事
関
係
（
金
銭
貸
借
、
土
地
明
渡
し
、
境
界
等
）、 

家
事
関
係
（
夫
婦
関
係
、
親
子
関
係
、
相
続
関
係
等
）
の 

問
題
を
解
決
す
る
に
つ
い
て
の
手
続
の
案
内 

※
裁
判
所
の
一
般
的
な
手
続
の
案
内
を
行
う
も
の
で
あ
り
、 

法
律
相
談
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

【
事
前
予
約
連
絡
先
】
総
務
課 

電
話 

76―

２
２
２
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　自　衛　官　等　募　集　案　内

１次：令和７年１月２５日

合格発表

陸上自衛隊
高等工科学校
生徒

推薦

２次：令和７年２月１５日

男子で中卒(見込含)１７歳未満
の者

令和６年１０月１日
　　　　　～１１月２９日

令和７年１月１１日～１３日
※いずれか1日を指定されます

令和７年１月２３日

令和６年１０月１日
 ～令和７年１月１６日

募集種目 資　　格 受付期間 試験期日

１次：１２月２３日

男子で中卒(見込含)17歳未満
の、成績優秀かつ生徒会活動
等に顕著な実績を納め、学校
長が推薦できる者

一般

１次：令和７年２月６日

最終：令和７年２月２８日

高卒(見込含)
１８歳以上２１歳未満
(自衛官は２３歳未満) 　　～１０月１７日

１次：１１月２０日
最終：１２月２７日

１次：１１月２８日
最終： 令和７年１月３０日

　　～１０月９日

注１　採用予定月の１日現在、１８歳以上３３歳未満の者(３２歳の者は、採用予定月の末日現在、３３歳に達していない者)

 ２次：１１月３０日～１２月４日のいずれか１日

最終：令和７年１月３０日　　　　　２次：令和７年１月１１日

防衛医科大学校
看護学科学生

高卒(見込含)
１８歳以上２１歳未満

　　　 ７月　１日

防衛大学校

試験時に発表日を
お知らせします

 １次：１０月１２日

１０月１６日

 ２次：１２月１１日～１３日のいずれか１日

 １次：１１月２日

１次：１１月７日
最終： 令和７年２月４日

　　～１０月２日  ２次：１１月２３日・２４日のいずれか１日

防衛医科大学校
医学科学生

高卒(見込含)
１８歳以上２１歳未満

 １次：１０月１９日

　　　 ７月　１日

11月２０日
第５回　１１月２３日～２５日(学科等Web試験）
　　　 　 １２月１日　（面接・身体検査）

自衛官候補生

１８歳以上
３３歳未満（注１）

　　　 ７月　１日

第４回　１０月１９日～２１日(学科等Web試験）
　　　 　 １０月２７日　（面接・身体検査）

一般曹候補生
１０月１日

～１１月２８日

第３回：１２月７日～８日(学科等Web試験）

※お問い合わせは市町村窓口、または下記へお気軽にどうぞ。パンフレット等もございます。

〒７８０－００６１
高知市栄田町２－２－１０
よさこい咲都合同庁舎８階
自衛隊高知募集案内所

ＴＥＬ（０８８）８２３－２００６
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝｻｲﾄ

↑ 至イオン

K’S
デンキ高知警察署

エースワン

新本町店

●●●

四 国 銀 行

よさこい咲都支店

高知よさこい咲都合

同庁舎８階

Ｎ

JR高知駅

コーナン


